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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成３０年６月２９日 午前９時５８分～午後０時５分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  森 満   晃 

委  員  新 原 春 二 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

委  員  杉 薗 道 朗 

委  員  井 上 勝 博 

委  員  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  成 川 幸太郎 

         ───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   市 民 福 祉 部 長  上大迫   修 

   市 民 課 長  瀬戸口 良 一 

   環 境 課 長  上 口 敬 子 

    主幹兼廃棄物対策グループ長  高 山 和 人 

   川内クリーンセンター所長  原   暢 幸 

   市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

保 険 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障害・社会福祉課長  有 西 利 朗 

高齢・介護福祉課長  遠 矢 一 星 

保 護 課 長  松 尾 和 俊 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

育成支援グループ長  下 満 道 行 

──────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 管理調査グループ員  堀之内 孝 充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川内クリーンセンター 

（所管事務調査） 市 民 課 

議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第８３号 平成３０年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

 

議案第８２号 平成３０年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算 

 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

議案第７２号 平成３０年度薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第７３号 薩摩川内市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例及び薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

（所管事務調査） 保 護 課 

議案第７４号 薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第７５号 薩摩川内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課 

──────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福田俊一郎）ただいまから市民福祉

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は委員長にお

いて、随時許可をいたします。 

 ここで、休憩いたします。 

           ～～～～～～～ 

           午前１０時休憩 

           ～～～～～～～ 

           午前１０時開議 

           ～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）引き続き、会議を開き

ます。 

────────────── 

△環境課及び川内クリーンセンターの審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、環境課及び

川内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第８０号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（上口敬子）初めに一般会計補正予

算の歳出について説明いたします。 

 予算に関する説明書第１回補正の１７ページを

お開きください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費８目環境衛生費、事

項、環境総務一般管理費１３万６,０００円の増に

ついて説明いたします。 

 本事業は、新規事業になります。補正予算の概

要は１６ページ、中段に掲載してございます。 

 捨て猫等を原因として公共施設等に野猫が見ら

れ、動物愛護や当該施設管理に課題が生じている

ため、野猫対策に関して必要な支援制度を検討す

る野猫対策検討協議会を設置するものでございま

す。 

 次に、予算に関する説明書の１８ページをお開

きください。 

 ４款衛生費２項清掃費５目ごみ処理費、事項、

甑島クリーンセンター管理費９１９万６,０００円

の増は、倒壊の危険のある下甑クリーンセンター

煙突の解体工事について、当初計画の一部解体か

ら全部解体への変更に伴う不足額を追加するもの

でございます。 

 平成２９年度当初予算で６,０００万円を、甑島

地域の二つのクリーンセンターの煙突解体工事費

として措置していただき、まずは上甑島クリーン

センターから着手しまして、平成３０年２月

１９日に工事を完了いたしました。 

 契約金額は３,７３６万８,０００円で、株式会

社塩田建設さんに請け負っていただいております。 

 廃棄物焼却施設解体におきましては、労働安全

衛生法上、関係官庁との協議が必要でございます。

協議を進めた結果、当初見込んでいなかったダイ

オキシン類ばく露防止対策費用が必要となり、昨

年の１２月補正で９７０万４,０００円の増額補正

をお願いしたところでございました。 

 下甑については、年度内での完成が見込まれな

いことから３,２３３万６,０００円を平成３０年

度へ繰り越しさせていただいたところでございま

す。 

 下甑については、煙突が本体施設に近接してい

ることから、全長２４メートルあるんですけれど

も、上部の１２メートル解体で倒壊対策がクリア

できると見込みまして、今回は上部１２メートル

を３ ,２００万円で完了した後に残り下部の

１２メートルを本体施設と一体的に解体する計画

で関係官庁との協議を進めていたところです。 

 ダイオキシン類ばく露防止対策は、今回、煙突

全体を実施するので、次回は不要と見込んでおり

ましたが、３月２６日に労働基準監督署から、

２回に分けて解体する場合も再度ばく露防止対策

が必要と指導がありました。これを踏まえまして、

施工費を積算しましたところ、下部１２メートル

部分の対策経費が二重計上となりまして、１回で

全部２４メートルを解体する場合４,１５３万

２,０００円、２回に分けて別工事とした場合は
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５,３００万円となることがわかりました。煙突を

２回に分けて解体するより、一体的に解体した方

が効率的であることが判明いたしましたので、不

足する工事費９１９万６,０００円の増額補正をお

願いしまして、全部解体工事として一括して工事

を発注したい考えでございます。 

 以上で、環境課分の説明を終わります。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）川

内クリーンセンター分についてはございません。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（新原春二）野猫対策で、いよいよ腰が

上がったというような感じがするんですが、この

野猫対策について、公園関係に結構いるというふ

うにお話が本会議の中でもありましたけれども、

実際、私のところもなんですが、前後、猫を飼っ

ていらっしゃって、もうほとんどうちの中でもあ

るんでしょうが、外に出されている、囲いをして

いないということで、うちは子猫が生まれる場所

になっているんですけれども、そういう対策まで、

そういった家庭内の飼い猫なんですけども、実際

はもう外に野放しされているところが結構あると

聞いていますけども、そういうところまで対象に

して協議をされていくのか。それとももう公共施

設に関するそうした野猫対策にされていくのか、

その辺の実態、これからの方針なんでしょうけど

も、どんな感じでやるんでしょうか。 

○環境課長（上口敬子）今ございましたように、

確かに地域からの苦情件数というものもふえてき

ております。まずは家庭における飼育、適正な飼

養ということも考えていかないといけないかと思

っておりますので、この検討協議会の中でそうい

った適正飼養に関するガイドラインができないも

のかという御質問もございましたので、適正飼養

に係る協議等も含めて考えていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○環境課長（上口敬子）それでは、委員会資料

１ページをお開きください。 

 川内クリーンセンター基幹的設備改良工事事業

につきまして、進捗状況を報告いたします。 

 川内クリーンセンターでは、老朽化の進んだ施

設の延命化を図るため、ＤＢＯ方式による基幹的

設備改良事業を進めております。三機化工・植村

特定建設工事共同企業体と平成２８年１０月、基

本協定締結後、改良事業は順調に推移していると

ころでございます。 

 昨年度は、焼却施設２号炉と共有設備の工事を

行いまして、平成３０年３月２９日に完成いたし

ました。年度末の工事進捗率は３４.８％となって

おります。 

 本年度は、焼却施設１号炉及び粗大ごみ処理施

設の改良を行うこととしております。現在、実施

設計を進めておりまして、１０月から工事に入る

予定でございます。 

 最終年度の平成３１年度は、６月から資源ごみ

処理施設を、１１月から浸出水処理施設の工事を

見込んでおりまして、全ての工事を平成３２年

３月までに完了する予定でございます。 

 以上で、環境課の報告を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）ちょっと今のことではない

んですが、エコパークの使用状況というか、処理

状況というのがホームページにも載っておりまし

て、廃棄物の中での一般廃棄物の割合がふえてき

ているんですね。去年の５月が１８％だったんで

すけども、ことしの５月が２４％までこう膨れ上

がってきておりまして、この中には薩摩川内市か

ら持っていくものもあるでしょうけど、ほかの自

治体からも来ていると思うんです。それでこのほ

かの自治体からどういう自治体から来ているのか、

どのぐらいの量で来ているのか。それは薩摩川内

市としては、そういった他市の一般廃棄物も受け
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入れるということでは、他市とのやはり協定とか

そういうものも結ぶものなのかどうかということ

をお尋ねしたいんですけども、どうでしょうか。 

○主幹兼廃棄物対策グループ長（高山和人）

他町村から、平成２７年度から持ち込まれており

ます。喜界町からも搬入されております。 

 量につきましては、細かいところまではちょっ

と資料を持ち合わせておりませんが、本市と比較

しますと相当少ないという状況であります。 

○委員（井上勝博）こういう他市から一般廃棄

物が持ち込まれてくるようになると、量としては

少ないかしれんですけども、この場合に例えばほ

かの自治体からも持ってきたいんだけどという場

合は、薩摩川内市との間で協定とか何かそういう

ものを結ぶもんなんですか。そういうのはもう関

係なく、エコパークがただ他市町村との関係で受

け入れているだけで、薩摩川内市としてはそれを

関知していないということなんですか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）エコパークのほ

うと環境公社のほうと実際に薩摩川内市内にその

施設があることに伴う環境保全であるとかいろん

な協定はしておりますけども、実際に一般廃棄物

を持ち込む喜界町さんの例ですと喜界町さんと個

別に薩摩川内市のほうがという協定の締結の規定

はないです。ただし、そういった状況が、持ち込

むことになりましたということについては、環境

公社との調整をされた後に市のほうに届け出とい

いますか、報告的に情報をいただいておりますの

で、全く野放しでその状況等を傍観しているとい

うことはありません。委員の言われる部分が、ど

こにその本意があられるのか、ちょっと私のほう

もはかりかねますけど、一応報告は受けておりま

す。 

○委員（井上勝博）エコパークの建設に反対し

ている方々は、環境を心配されているわけです。

水の環境とかですね。そうすると産業廃棄物で計

画では産業廃棄物が持ち込まれてくるということ

でそういう計画だったんだということでそういう

認識だったわけですけれども、ところが最近にな

ってくると、もう一般廃棄物の割合はこうふえて

きていると、これは話が違うやないかと。そもそ

もエコパークが本当に必要だったのかどうかとい

う疑問がこう出てくるわけですよ。その際に他市

町村からそういうふうに持ってくるということに

ついて、市は特にその報告を受けるだけで、それ

を例えばだめですよ、ここは産業廃棄物のために

つくった施設ですよと。一般廃棄物のほうが安全

性という点では、一般廃棄物のほうが安全ではあ

るわけですけれども、そういうのがこうどんどん

持ち込まれてくるということについて、やっぱり

こう納得できないという声があったもんですから、

そういう質問をさせていただいたわけです。 

 ですから、ここでもう報告を受けるだけという

回答でありましたので、そのようには伝えておき

たいと思いますけども。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員からございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 ここで、休憩いたします。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時１４分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時１４分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（福田俊一郎）市民課の審査に入りま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）付託された議案はあり

ませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○市民課長（瀬戸口良一）市民福祉委員会資料

の４ページをごらんください。 

 マイナンバーカードの交付状況を説明させてい

ただきます。 

 まず１番です。マイナンバーの通知カード返戻

分の保管状況です。 

 制度発足に伴い、個人宛てに書留で発送された
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マイナンバー通知カードが、郵便局から宛先不明

により市役所へ返されたものが、５月１日現在

４４６通ございます。 

 これらにつきましては、窓口での受領や実態調

査等で対応しており、昨年から６１通解決、減少

しております。 

 次の２、マイナンバーカードの交付状況です。 

 ５月１日現在で１万４,４２３件の交付申請を受

けており、実際に交付した交付枚数は１万

２ ,１０４枚、住基人口に対する交付率は

１２.４７％となっており、県と全国平均より若干

多い状況となっております。 

 中ほどのグラフは、住基カードが制度開始の平

成１７年から交付終了の平成２７年度以降の推移

と、棒グラフの上部の黒い部分になります、平成

２８年１月から始まったマイナンバーカード交付

件数にあわせて表記してあります。ことし４月現

在で合計２万３,５０９枚となっていて、４人に

１人は取得している状況になります。 

 マイナンバーカードの制度開始すぐの平成

２８年６月時点とことし４月を比べ、マイナン

バーカードはほぼ２倍近くの伸びとなっておりま

すが、住基カードと合わせた数は頭打ちの現状で

あります。 

 下の表は、マイナンバーカードの交付率の推移

であり、参照してください。 

 次に、資料の５ページをごらんください。 

 らくらく証明書交付システムの運用の開始につ

いて説明いたします。 

 まず１番、同システム端末の本庁及び各支所等

への設置運用の目的でございます。 

 マイナンバーカード、住基カードを利用すると、

コンビニエンスストアに設置してある証明書交付

用端末から住民票の写し等の証明書を、本庁や支

所に足を運ばなくても簡単に取得できます。しか

しながら、窓口ではマイナンバーカードでは印鑑

証明が取得できないことや、私どもの周知不足も

ございますでしょうが、市民の皆様にはコンビニ

での端末操作にふなれで利用されない方が多くい

らっしゃり、なかなか利用率が上がっておりませ

ん。 

 そこで、コンビニ端末と同様の仕様のシステム

端末を昨年１１月２１日に本庁に設置、また、

４月には甑４支所、今月に入り本土４支所も設置

運用を開始したところです。これにより、端末操

作の苦手な市民の皆様を職員が直接サポートする

ことにより、端末操作の不安を解消することによ

りコンビニ交付利用の推進、マイナンバーカード

の利用による市民サービスの向上を図ろうとする

ものであります。 

 なお、コンビニ交付を利用できる証明書は４に

記載のとおりであります。 

 また、同システム端末の利用状況は、一番下の

表に記載のとおりでありますが、本土４支所につ

いては６月開始でまだ係数は上がっていないとこ

ろです。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

○議員（成川幸太郎）マイナンバーカードにつ

いては、本会議で落口議員も質問しましたけども。

この普及で通知を受けた方々が－はがきの剥が

すやつで来ますよね、これが非常に見づらいと。

確かに字が小さくて、ちょっと高齢者になると非

常に見づらいんだということで、これが普及しな

い一つの要因になっているんじゃないかというこ

とが言われた。実は、そのコピーをもらっていた

んですけども、落口議員が関係して質問するとい

うことで、彼のところへその資料を渡してしまっ

て、非常に市民から、実はこれがあるけど、もう

６０過ぎた方が見てもよく理解できない、どうす

りゃいいんだってことで、もうちょっとわかりや

すい感じで通知をもらえないだろうかと。そうし

ないとふえないんじゃないかという話がありまし

た。 

○市民課長（瀬戸口良一）この内容は、県を通

じて再度、国とかＪ・ＬＩＳのほうにちょっと確

認をとってみたいと思います。内容を伝えてです

ね。できないのかも含めてちょっと聞いてみたい

と思います。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。 
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        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時２０分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時２０分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（福田俊一郎）市民健康課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第８０号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）平成３０年度第

１回補正予算に関する説明書の１７ページをお開

きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、事項、地域医療

対策費９９２万９,０００円の増額は、県の特定離

島ふるさとおこし推進事業採択に伴い、甑島地域

各診療所への公用車及び各種医療機器整備に係る

市の負担分を、一般会計から国民健康保険直営診

療施設勘定特別会計に繰り出すものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△議案第８３号 平成３０年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第８３号平

成３０年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）続きまして、議案

第８３号平成３０年度薩摩川内市国民健康保険直

営診療施設勘定特別会計に係る補正予算について

御説明いたします。 

 まず歳出予算から御説明いたしますので、予算

に関する説明書の５９ページとともに、平成

３０年度第１回補正予算の概要の９ページをお開

きください。 

 １款１項１目一般管理費１６５万３,０００円の

増額は、特定離島ふるさとおこし推進事業採択に

伴う長浜診療所巡回診療車の更新に係る増額補正

であります。 

 ６０ページをお開きください。 

 ２款１項１目医療用機械器具費は、４,７９７万

４,０００円の増額は特定離島ふるさとおこし推進

事業採択に伴う里診療所のマルチスライスＣＴ装

置、手打診療所の電子内視鏡システム等の医療機

器更新に伴う増額補正であります。 

 続きまして、歳入予算について御説明いたしま

すので、予算に関する説明書の５７ページをお開

きください。 

 ４款１項１目施設整備費補助金特定離島ふるさ

とおこし推進事業補助金３,９６９万８,０００円

の増額は、県の事業採択に伴い、県補助金を増額

補正するものであります。 

 次に、５８ページをごらんください。 

 ７ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金 ９ ９ ２ 万

９,０００円の増額は、一般会計から繰入金を増額

補正するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり
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可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に所管事務調査を行

います。 

 当局から説明はありますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）特にございません。 

○委員長（福田俊一郎）これより所管事務全般

について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済みません、インフルエン

ザの予防接種の補助対象の拡充の要望が出ていた

と思うんですけども、その後、何か進展がありま

したでしょうか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）３月議会の委員会

のほうで御指摘いただいたんですけれども、子ど

ものインフルエンザの予防接種補助事業は重症化

を予防するということで、以前もお話ししたんで

すけれども、昨年度から実施しているもので、昨

年度はワクチン不足もあって積極的に勧奨を行っ

ておりませんでした。そのために接種率がちょっ

と悪かったということもございまして、今年度は

そちらの積極的に勧奨をしていきたいと思ってお

ります。 

 あと拡充に関しましては、予算内でというお話

をさせていただいたんですけれども、予算枠の中

でこの積極的に勧奨することによって金額が不足

することも考えられますので、来年度予算のほう

に上げていきたいというふうに考えております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時２６分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時２７分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（福田俊一郎）保険年金課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第８２号 平成３０年度薩摩川内市

国民健康保険事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第８２号平

成３０年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）議案第８２号平成

３０年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補

正予算について御説明申し上げます。 

 資料は予算書の４５ページからになります。 

 歳出について説明いたしますので、４９ページ

をお開きください。 

 今回の補正は、平成３０年度の予算編成から歳

出の保険給付費については、全額県からの普通交

付金で賄うこととなり、県が被保険者数や過去の

医療費等から積算を行い、一般被保険者と退職被

保険者の保険給付についてそれぞれ金額を算出し

たところでありますが、直近の医療費の実績によ

り、一般被保険者と退職被保険者間の保険給付割

合について変更をする必要が生じたため、２款

１項１目一般被保険者療養給付費を７,０７５万円

減額し、同項２目退職被保険者等療養給付費を

６,０００万円増額、同項４目退職被保険者等療養

費を７５万円増額、５０ページの２款２項２目退

職被保険者等高額療養費を１,０００万円増額する

ものでございます。 

 歳入について補正はございません。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員からありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）所管事務調査につ

きましては、委員会資料の７ページのほうで、定

例で報告させていただいております、国保と後期

高齢者医療保険の短期証と資格者証の交付状況を

報告させていただきます。 

 状況としましては、国保は昨年同時期と比べま

して短期証で５６人の減、資格証で４３人の減と

なっており、後期のほうは変更がない状況となっ

ております。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）一般質問で５年後にその

３方式ということで今計画されていると思います

けれども、４方式そのものについてはいろいろ批

判があるわけで、固定資産税を払いながらまたダ

ブるじゃないかというような批判もあるわけです

が、４方式から３方式にする場合に、問題はその

資産割の分をどこから持ってくるのかということ

になってくるわけです。そうすると、当然所得割

とか均等割とか平等割という税率を上げなければ

いけないということになってくるわけですが、一

般質問のときにちょっと答弁に対して再質問はし

なかったんですけれども、聞き取りのときには

２億円程度の収入になると、資産割がですね。そ

の資産割の収入の分を一般会計から持ってくれば

みんなハッピーじゃないかというお話をしたわけ

ですが、それはできないと。ただ、県のほうから

毎年こう出される給付金っていうんでしたっけ、

市から県にこう上げなきゃいけないお金について、

それがよそよりも少ないときに３方式にするとい

うタイミングをはかっているというようなお話も

されたわけですけども、やはり今回県の国保の都

道府県単一化をなぜしたのかということについて、

国保の現状の中で国保税が高過ぎるからというの

が理由の一つに挙げられているわけですから、上

げてはいけないというふうに思うんですね。その

辺のお考えをもう一度お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○市民福祉部長（上大迫 修）議場のほうでは

私のほうで答弁させていただきましたが、ここで

委員のほうが質問されている部分の根幹の部分な

んですけど、５年後までに４方式を３方式にする

というのは、県下の市町村が全て入った国保運営

の協議会等の中で運営指針ということで確認され

ていることです。４方式を３方式にするときは、

言われましたとおり、資産割の部分の保険料の分

を、残った所得割、平等割、均等割のほうに賦課

する。どんな形でするのかって形になるので、ど

こかから持ってくるという議論ではありません。

今課税して保険料相対は変わらずに４方式から

３方式にする、どこに乗せていくのかということ

ですので、ちょっと議論の仕方が違うのではない

かなというふうに考えております。 

 県のほうに国保制度を統一するに当たりまして

は、確かに国保税が高過ぎるからという視点もあ

りますが、基本的には社会保障の持続性というの

を確保する中で、出すべきものは国・県のほうが

いろんな給付金等を出しながら、係る保険料に対

応して保険料のほうを負担していくというような

考え方のベースに立っておりますので、議員の言

われる、高過ぎるからこの制度にしたということ

ではなくて、やはり社会保障制度として長期的に

見ていく中で統一化というのが必要だと、大きな

パイで保険制度を運営をするという形の考え方で

すので、そこの部分については少し理解をいただ

いておきたいなというふうに考えているところで

す。 

○委員（井上勝博）そこがちょっと本会議のと
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きによく理解できなかったところで、資産割がな

くなる分、資産割の収入というのがありますよね。

その資産割の収入というのは現実どのぐらいです

か。 

○保険年金課長（西田光寛）平成２９年度の当

初時の課税の状況で算定をした部分がございます。

それで見ますと資産割部分が１億３,０００万円と

いうことでございます。 

○委員（井上勝博）その１億３,０００万円はど

こから出てくるんですか。その資産割をなくすわ

けですから。 

○保険年金課長（西田光寛）従来どおりの考え

方、応能応益割というのが国保の場合は今まで

５０対５０という割合で課税をしておりました。

応能が平等割、均等割ということです。所得割の

ほうが応益割、資産割ということであったんです

けど、今までの考え方でいきますと、応益のほう

でその１億３,０００万円分は見ないといけないん

じゃないかなというふうに考えます。 

○委員（井上勝博）ということは、やはり所得

割で補わなきゃいけなくなるということ。そうす

ると所得割の率を上げなきゃいけないという議論

になってくる、必然的にそういうふうになってく

るということですよね。そうすると、所得、そん

なに高い所得じゃない方々もとりあえず非課税で

なければ国保税が上がる。ただ資産をたくさん持

っている人は所得資産割がなくなった分は安くな

るけども、資産が少なくて所得がある程度ある方

は所得割が高くなって負担がふえるという、やは

りそういうことになるわけですよね。そういうこ

とですよね。その辺の確認を。 

○保険年金課長（西田光寛）今おっしゃるとお

りです。資産があられた方はその資産割の分はな

くなりますけれども、所得割の分がその分引き上

げになります。とんとんになられる方もいらっし

ゃるかもしれませんが、委員がおっしゃったとお

り、資産を持たずに所得割のみだった方はふえる

という形になると。 

○委員（井上勝博）そうすると、山とか田んぼ

とかあんまりこう固定資産税がかかっているわけ

じゃないですから、田舎のほうに行ったら税率が

上がるという、そういうことが起こってくるんで

はないだろうかと、それを心配しているわけなん

ですよね。だからそういった負担をできるだけふ

やさないようにしていただきたいということを言

っているわけなんですけども、その辺のことにつ

いてのお考えは、いやそんなことはない、もうし

ようがないんだということなんでしょうか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）あくまでも国保

制度については保険制度でございますので、４方

式を３方式に変えた場合、そのやり方によっては

上がる方も下がる方も、場合によっては資産があ

って所得がある方は所得のほうが比重が高ければ

上がるだろうし、所得しかない方については従来

よりも上がるって形になるわけですけど、これに

ついて、その区分ごとのその算定方式のほうが上

がるから制度としてはおかしいんだという考え方

は持っておりません。あくまでも保険給付を賄う

上で保険者に負担する総額が、算定方式が４方式

が３方式になるだけですので、そこについては保

険制度として被保険者の方々のほうで負担いただ

くという形を理解を求めていくという形になろう

というふうに考えております。 

○委員（井上勝博）ちなみに１.３億円というこ

とがそのまま所得割のほうになったとする、そう

すると実際１人当たりの税収というのは、これは

どう変化するんでしょうか。そこら辺がちょっと

よくわからない。 

○保険年金課長（西田光寛）うちのほうで今試

算をしていますけれども、その部分で申し上げま

すと、所得割が今１３.５％でございますが、これ

を約２％程度上げるとその１億３,０００万円分を

補う形になるという試算が出ております。 

○市民福祉部長（上大迫 修）委員が言われた

被保険者一人当たりの保険料については、基本的

に動きません。全体で見たときに平均ですると平

均額は変わらないんです。算定方式が４から３に

変わるので、それにおいて一人当たりの税額につ

いては変化はないはずです。ただ個別に見ていく

と、そういったものがあり得ますけど。 

○委員（井上勝博）少し期間がありますので、

負担がふえないように努力をお願いしたいと。こ

う負担がふえないようにしたいというのは共通し

ていると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員から。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時４１分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時４２分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）障害・社会福祉課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第８０号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）議案第

８０号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算、

歳出について説明をいたします。 

 予算に関する説明書、１５ページのほうをお開

きください。 

 ３款１項２目身体障害者等福祉費の障害者

（児）自立支援事業費の委託料は、平成３０年

４月の障害者総合支援法改正に伴う福祉システム

の改修を行うための補正でございます。法改正に

伴いますシステムの仕様が段階的に示されており

まして、今回の補正分は平成３０年３月に示され

たものでございまして、今回増額補正をお願いす

るものでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

予算に関する説明書の８ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金１節社会福祉費補

助金、障害者自立支援給付支払等システム事業補

助金は、先ほど歳出で説明いたしました福祉シス

テムの改修に伴います国庫補助金の補正でござい

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次は、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）所管事務調

査について説明をいたします。 

 市民福祉委員会資料の７ページをお開きくださ

い。 

 １、高齢者・障害者・子ども・女性等への暴力

及び生活困窮支援等相談の一元化について、説明

をさせていただきます。 

 （１）の背景でございますが、高齢者・障害

者・子ども・女性等への暴力及び生活困窮支援等

の相談件数や支援ケースにつきましては、増加傾

向が続いております。その内容も多様化し、支援

等につきましては、複数の課が関与し、専門的な

知識も必要とされる状況となっております。 

 そのようなことを背景に、平成３０年４月の組

織機構の見直しに伴い、障害・社会福祉課に関係

する業務と職員等を集約したところでございます。 

 中ほどの下の表につきましては、４月から５月

の間で消費生活・市民総合相談、生活困窮等自立

支援相談、高齢者、障害者、女性、児童・家庭に

関する相談等について、職員・相談員等が対応し

た実績でございます。 

 なお、同じ方の相談で、それぞれが関与したも

のについては重複しております。この辺について

は御了解いただきたいと思います。 

 （２）の体制についてでございますが、障害・

社会福祉課に相談支援グループを新設いたしまし

て、子育て支援課から女性・家庭生活支援相談員

４人、保護課から消費生活相談員４人、生活困窮
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者自立支援事業、これは市の委託事業で社会福祉

協議会の職員の方がいらっしゃいますが、その

方々が５人、障害福祉グループのほうから保健師

１名と障害者基幹相談支援センターの出向職員一

人、それにグループ長及び職員一人の１７人の体

制で業務に当たっているところでございます。 

 総合案内のほうからは、「生活上の相談をした

い」などといった市民の方のお尋ね、訪問、来庁

があった場合、これまでその内容を聞いて関係課

を紹介しておりましたが、障害・社会福祉課相談

支援グループへ案内をすることで、市民の方及び

案内担当者の方の負担のほうも少なくなったとい

うふうに聞いているところでございます。 

 また、相談支援にあたる担当者間におきまして

は、意見交換でありましたり、連携がより円滑に

行えるようになり、それぞれの持つスキルの幅が

広がることで多様なケースの支援に対応できてい

くのではないかと考えておりまして、日々の相談

員等の会話や動きを見ておりますと、一元化した

ことで効果的に機能しているのかなというふうに

感じているところでございます。 

 今後につきましては、一元化の前後の検証を行

い、よりよい市民サービスの相談・支援体制の構

築を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 開けていただいて、８ページの上のほうをごら

んください。 

 上の図につきましては、先ほどの体制で説明し

ました動きについて、図式化したものでございま

すので、ごらんいただきたいと思います。 

 それから、（３）の広報・周知についてでござ

いますが、市の広報紙、それからＦＭさつません

だい、あおまる暮らしの情報でございましたが、

あとそのほか自治会運営説明会等でお知らせをし

ております。民生委員・児童委員の方の会合等で

も周知をしているところでございます。 

 次に、２の薩摩川内市自殺対策計画について説

明をさせていただきます。 

 （１）の計画策定の趣旨でございますが、平成

１８年１０月に自殺対策基本法が策定されまして、

平成１９年６月には、政府の自殺対策の指針とし

て自殺総合対策大綱が策定されております。 

 以降、３万人を超えていました自殺者数につき

ましては、平成２９年度には２万１,１４０人まで

減少しておりますが、自殺死亡率につきましては、

先進７か国の中でも最も高く、依然として高い水

準にあるため、「誰も自殺に追い込まれることの

ない社会」の実現を目指し、平成２８年に自殺対

策基本法が改正されました。 

 自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが「生き

ることの包括的な支援」として必要な支援が受け

られるよう全ての市町村で自殺対策計画を策定す

るとされたことを受けて、薩摩川内市でも策定し

ようというふうなものでございます。 

 （２）の計画の期間につきましては、平成

３１年度から３５年度までの５年間といたします。 

 （３）の計画の骨格案でございますが、大きく、

計画の趣旨等、それから本市の現状・特徴、自殺

対策の取り組み、自殺対策の推進体制等でまとめ、

自殺対策の取り組みの中では、地域におけるネッ

トワークや人材の育成、生きることの促進要因へ

の支援、子ども・若者・高齢者等への対策などを

考えているところでございます。 

 （４）の今後のスケジュールでございますが、

策定委員会を合計３回、７月、９月、１１月、そ

れからパプリックコメントにつきましては１月を

予定し、市民福祉委員会のほうへは１２月と３月

に状況報告等をさせていただき、平成３１年の

３月完成を予定しているところでございます。 

 そのほか、今回の資料にはございませんが、現

在、民生委員の配置の見直しを検討しておりまし

て、それぞれの民生委員が担当している自治会等

の区域を合併・分割する調整を行うことで負担の

平準化を図り、来るべく平成３１年１２月の民生

委員の一斉改選を迎えたいと思っているところで

ございまして、関係者等へ相談し、調整を現在進

めているところでございます。整ってまいりまし

たら、委員の皆様へ資料等で改めて説明をさせて

いただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）自殺の対策の計画なんです

が、一般的に自殺というのは身内にとってみれば、

あんまり公にしたくないことで、亡くなっても特

に自殺ということで新聞に載ることもなく、その
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まま何となくうわさで自殺したんじゃないのかと

いうことになるわけですが、これは例えば警察と

連絡をとりながら、自殺の現状、特徴というのを

把握されるということなんですが、現時点でいう

と、例えばその実態は、どういう実態があるのか

というのは、何か言えることがあるわけですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）自殺の特徴、

現状につきましては、プロファイルということで

薩摩川内市の状況等を警察等の統計等から提供い

ただいております。 

 薩摩川内市の場合、平成２４年から２８年まで、

毎年約２０人程度の方が自殺されているというよ

うな状況で、この５年間で１０２名の方が亡くな

られていらっしゃいます。 

 その中で、自殺年齢等につきましては４０歳か

ら５０歳、それに６０歳以上の方が多いという傾

向がございます。失業等から生活苦、そして加え

て介護とか身体疾患等を苦にされたり、職場の配

置転換から過労、人間関係の悩み、仕事の失敗を

含めて鬱状態になられたりとか、身近な身内の

方々の死別、離別、そういったことを受けて鬱状

態になられて、将来を悲観されたりとかというよ

うな状況があるということでの資料をいただいて

いるところです。 

○委員（井上勝博）計画ができてからわかる内

容ではあるわけですけれども、例えば過労自殺と

かという話もありまして、職場の中でサービス残

業で、ほとんど休息をとることも、休日をとるこ

とも大変だったから自分で命を絶つというケース

などが全国的にもあったりするんですけども、こ

の自殺防止といった場合に、働く場合は労働環境

という問題がかかわってくるわけですけれども、

この労働環境の問題については、市としてはどう

いうふうにかかわっていくことができるんだろう

かというふうに思うんですが、どうなんでしょう

か。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）直接はっき

りと申しませんけれども、策定をする中で委員等

にハローワークでありましたり、そういう関係者

の方々にも入っていただきながら、その辺を明ら

かにして計画を策定してまいりたいと思います。 

○委員（井上勝博）労働環境というか、要する

に違法行為、違法労働行為とかそういったものが

あっても、弱い立場に立っている人は、これが仕

方がない、自分が仕事ができないせいなんだとい

うふうに思い込まされて、そしてサービス残業で

長時間労働でという問題なんか結構多いというふ

うに思うんです。 

 そういった場合に、これは例えば労働基準監督

署などとも協力しながら、職場の労働条件に対し

て介入という言葉はおかしいかしれんですけども、

そういったこともするということは考えられるん

ですか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）委員が言われる

分がちょっと進んでいるのかなというふうに思い

ますが、基本的に自殺対策計画については、要す

るに職場でそういう環境があったとき、いち早く

気づいてサポートできるような取り組みのほうを

事業者に求めたり、また、実際にそういうふうな

状態に追い込まれた方々が相談できる場所をつく

ったりとかということでございますので、その主

たる原因の過労でありますとかそういうのを監視

監督する側の内容にはならないというふうに思っ

ております。 

 法律に基づいて過労と認定されるような厳しい

状況等については、労働基準監督署でありますの

で、そちらの方々が通常されるものとはある意味

一線を画して、実際早期に発見できて、職場に復

帰できるような環境をつくっていくと、見守って

いくというのが今回の自殺対策の考え方であろう

というふうに私は考えているところでございます。 

○委員（新原春二）生活困窮の相談の関係で、

一元化をされて非常に効果があるんじゃないかと

思うんですけど、今数字的に見ても４月から５月

で５３２件の相談を受けられているということで、

それぞれ一人で受けることもあるだろうし、それ

で各課の連携をとりながら二、三人受けることも

あると思うんですけども、そういった面ではいい

体制ができたのかなと思いますけども、ただ、こ

の相談、今１日１０件ぐらいの延べ平均なんです

けども、この相談の場所、今一番奥にあると思う

んですけども、その場所が大変セキュリティーも

含めたそういう場所になっているのかどうか、そ

ういうのが一番気になるんですけども、そこら辺

の相談を受ける場所が、フロントで受けれる部分

もあるんでしょうけども、相対的なプライバシー

の問題もあって個室が必要なのかなと思いますが、

そこら辺の場所の確保の関係をまず１点お知らせ
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をください。 

 こういった障害者のしおり、非常にすばらしい

ものができていて、一目瞭然ですが、これは何部

ぐらい印刷されて、大体どこらに配布をされてあ

るのか、そこら辺の報告をお願いします。 

 もう一点、民生委員の構成がえがあるというこ

とで、状況を見て統合あるいは離散も含めて検討

されているんですけども、これは薩摩川内市で決

定ができるものなのか、大臣の指定になると思う

んですけども、そこら辺がなり手がないから範囲

を広げるとかいうことになるのか、それになりま

すと相談に極めて厳しくなるということになると

思うんですけど、なり手が今少ない中でこういう

民生委員の場所的な調整をどのような方向でされ

ていくのか、多くなるのか、少なくなるのか、そ

こら辺も含めて方向性を示していただきたいと思

います。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）まず、相談

の環境ということでございます。 

 現在、東別館のフロントのところに窓口がござ

います。そこについては、現在それぞれにパー

テーションで区切れるような形で財活のほうの予

算をいただきながら、区切りをつけるようにして

いるところでございます。 

 それと、フロントのところで受けられない個人

的な中身になる場合は、保護課の横のところに相

談室が２室ございます。扉があってそれぞれに受

けられる形がありますので、そちらの部屋の管理

のほうは我々の障害・社会福祉課のほうでしてお

りますので、そちらの部屋を使いながら対応して

いるところでございます。 

 それから、障害福祉のしおりにつきましては、

障害者団体であったり、それから支所等に配布を

しております。それから、相談支援事業所とかそ

ういったところにも配布をしているところでござ

います。各支所の窓口にも置いて、福祉サービス

の申請等にいらっしゃった場合は、それを使いな

がら説明をしているところでございます。 

 それから、民生委員の決定につきましては、今

回全体の増員はしないつもりで、現在薩摩川内市

が持っている民生委員の定数が２５９人という基

準がございます。その中で一人一人の民生委員さ

んを分析した場合、少ない方で２０世帯の担当、

それから多い方で７００世帯というようなかなり

の開きがございます。 

 それにつきましては、何とか分割して負担を減

らしていただけないかというような状況もござい

ましたので、そういったところを相談していきな

がら、まず合併して定数の余裕が出てきた部分を

大規模、多くの担当をされている民生委員の方の

ところにどのような形で分割できるのか、そして、

推薦等に当たりましては自治会長さん方にも非常

に御苦労いただきますので、自治会長さんのほう

の御意見だったりとか、そういったものを伺いな

がら最終的に決めてまいりたいというふうに考え

ているところです。 

○委員（新原春二）相談窓口のほうは了解しま

した。ただ、扉があって２部屋しかないというこ

とです。あとはパーテーションで区切ってあると

いうことで、パーテーションで区切れば大体声は

行き来が聞こえます、大体普通そうだと思うんで

すけども。相談にみえる方については、やっぱり

プライバシーというのが一番重要にしないといけ

ないと思うものですから、そこら辺の場所的に今

の相談の件数で十分であるということであればい

いんですけども、もしそうでなかったとしたら、

そういう設備についてはきちんと要求をされて、

確保をするのがいいんじゃないかと思いますので、

そこら辺はまた検討されてみてください。 

 それから、民生委員の件につきましては、今話

がありましたように２０世帯から７００世帯まで

というかなり幅があるんですね。これはすごい数

です。これは２５９名で担当されるわけですけれ

ども、非常に場所的にかなり厳しいものがあると

思うんです。そういう意味では、民生委員さんの

今の現状を民生委員連絡協議会とも十分相談をさ

れて、ぜひこれは数がふやせないものであったら、

市のほうで調整をせなけりゃならないわけですけ

れども、ふやせるものだったらちょっとふやして、

こういう７００世帯のものを分割していく必要が

あると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 特に、こういう福祉の関係、かなり幅広くなっ

ていますし、そういった面では個人的にはこの面

談といいますか、そういうものもふえてくると思

いますので、そこら辺もまたぜひ調整をしていた

だいて、ふやせるものならふやしてもらってほし

いというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。 
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 ちなみに、このしおりについては何部ぐらい印

刷されたのでしょうか。 

○ 障 害 ・ 社 会 福 祉 課 長 （ 有 西 利 朗 ）

２,０００部作製したということでございます。 

○委員（井上勝博）テレビを見てましたら、あ

る自治体で会合をきっかけにして職場をやめ、そ

してそこからどんどん貧困になっていって、家の

中がゴミだらけになって、もう生きる気力を失っ

ている方に対して、行政側が地域の人たちと協力

しながら立ち直るために、例えばごみをみんなで

片づけたりとかいう支援、それから就職などの手

伝いとかそういったことをしているというところ

が紹介されたんですけれども、今、この相談支援

グループというのは、そういう方向も目指してい

るというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）現在、生活

困窮者支援の関係で社協さんのほうに動いていた

だいておりますけれども、今委員が言われたよう

な活動を含めて動いているところでございます。 

○委員（井上勝博）以前、そういう前は仕事を

されていたんだけれども、比較的まだ若い方なん

だけど、家の中が大変なことになっているという

ことで相談をしたこともあったんですが、結果的

にはもう何人かの人たちで片づけに行って喜ばれ

て、完璧にはできないんです。半分ぐらいやって

も大変な、それでも大きなごみだったんですけど

も、そういったことがあったわけですが、そうい

った相談の窓口になっていただくということで考

えてよろしいわけですね。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）はい、その

ような方向で動いていきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

○市民福祉部長（上大迫 修）環境課の中の井

上委員からの質問の中で、他の市町村から持ち込

まれるときに協定があるかどうかという話があっ

たんですけど、説明不足の点が一点ございました。

基本的に環境公社と交わしている協定の中に、こ

れを添えたものをどう扱うとかでありますとか、

当事者間において市と持ち込むところとの協定の

部分等についてはないんですけど、法令の中に規

定がございまして、他の地域からその施設に持ち

込む場合は、法令に基づいて届け出をしなければ

ならない、通知する必要があるという規定に基づ

いて、喜界島なら喜界町のほうから市のほうに通

知があるというのが現状でございます。補足させ

ていただきます。申しわけありませんでした。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか、井上

委員。 

○委員（井上勝博）はい。 

○委員長（福田俊一郎）ここで、休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時 ８分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時１０分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）高齢・介護福祉課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第７２号 薩摩川内市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第７２号薩

摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

議案第７２号薩摩川内市介護保険条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 内容につきましては、市民福祉部で提出しまし

た議会資料で説明させていただきますので、議会

資料を御準備いただき、１ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 １の条例制定の目的・経緯でございますが、介

護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に

よる介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の

規定の整備を図ろうとするものであり、２の改正

内容についてですが、自己負担割合及び高額介護

サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得

金額について、先に改正された介護保険料と同様、

長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除

額等を、本年８月１日から勘案することとする介
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護保険法施行令の見直しに伴い、本市介護保険条

例においても同施行令から引用している該当箇所

について、必要な整理・改正を図るものです。 

 以上で、議案第７２号の説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）ちょっとこれだけでは何か

よくわからなくて、２０１８年の５月の記事によ

ると、厚生労働省は１９日までに、８月から介護

保険で一定所得ある人の利用料が２割から３割負

担に引き上げられることに伴い、介護保険料未納

者云々とかいうことで、この一定所得がある人が

利用料が２割から３割負担に引き上げられるとい

うことに伴うという、これと関係するのかなとい

うふうに思うんですが、全く関係ないですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）この改正に

つきましては、もともと介護保険料等を算定する

場合は、土地や不動産を売った場合の譲渡所得、

こういったものを勘案しておりませんでしたが、

今回の改正によりそれらを控除した後の所得基準

に応じて１割、２割、３割等の負担を決めなさい

ということでの改正になります。 

○委員（井上勝博）そうすると関係するわけで

すが、この長期譲渡所得、短期譲渡所得の意味が

よくわからないんですが、教えてください。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）私も元固定

資産にいたんですが、その当時と変わりがなけれ

ば、例えば土地などを所有して１０年以上たって

から売る場合を長期譲渡所得、短期間で売る場合

は短期譲渡所得というふうなことだったと私は認

識しております。 

○委員（井上勝博）そうすると、この合計所得

金額の定義について、こういう控除の仕組みが設

けられたと。この合計所得を基準にして所得の大

きい人が２割とか３割とかという利用料の負担が

引き上がるという、その基礎になるということな

んですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）今申しまし

たとおり、そういった控除を引いた後の所得金額

等で１割負担、２割負担、また３割負担という方

が決まるということになります。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）ただいま討論の声があ

りますので、これより討論を行います。 

まず、本案に反対の討論はありませんか。 

○委員（井上勝博）ちょっとまだ自信があるも

のではないんですけれども、ただ、利用料が２割

というのは本当にそれだけでも大変な負担、これ

を３割とかという負担になる。これと直接関係は

ないけれども、基礎となる合計所得金額の定義に

かかわる問題ですので反対いたします。 

○委員長（福田俊一郎）次に、本案に賛成の討

論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）次に、本案に反対の討

論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論は終結したと認め

ます。 

 採決します。採決は起立により行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに賛成する委員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（福田俊一郎）起立多数であります。

よって、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

────────────── 

△議案第７３号 薩摩川内市指定地域密着型

サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例及び薩摩川内市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第７３号薩

摩川内市指定地域密着型サービス事業者等の指定

に関する基準を定める条例及び薩摩川内市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

議案第７３号薩摩川内市指定地域密着型サービス
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事業者等の指定に関する基準を定める条例及び薩

摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 内容につきましては、同じく議会資料で説明さ

せていただきますので、議会資料の２ページをお

開きください。 

 まず、１の改正目的・経緯でございますが、介

護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の

公布施行に伴い、所要の規定の整備を図ろうとす

るもので、２の改正内容についてですが、まず

（１）では、地域密着型サービスのうち、看護小

規模多機能型居宅介護について、これまで法人格

を有していなければ実施できなかったものが、病

床を有する診療所でも開設可能となったこと。 

 次に、（２）では、共生型サービスの創設によ

り、障害者福祉制度における生活介護やデイサー

ビスの指定を受けた事業者は、介護保険制度にお

けるサービスも提供可能となり、その訪問介護員

等についても障害者福祉制度における基準を満た

していれば可能となりますが、定期巡回・臨時対

応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護につき

ましては、共生型サービスとして位置づけられて

いないため、人員基準については従来のままとす

るものです。 

 以上で、議案第７３号の説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）この地域密着型サービスと

いうのは、いわば２４時間訪問看護ということと

同じなんですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）地域密着型

というのは、広域型と違いまして、薩摩川内市が

まず指定をします。原則的には薩摩川内市の方が

利用ができるというようなサービスになります。 

○委員（井上勝博）２４時間の訪問看護という

サービスがありますよ。それとはどういう関係、

関係はないですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それは、地

域密着型サービスの一部のサービスメニューとい

うことになります。 

○委員（井上勝博）市内では、今実際にそうい

う２４時間訪問介護をやっているところはないと

思うんですけれども、現状というかそういう可能

性、こういう改正によって出てくる可能性はある

んですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）今回、この

議会資料のほうに上げております（１）の看護小

規模多機能型居宅介護、それから（２）にありま

す定期巡回と夜間対応型、これ、いずれもこの薩

摩川内市でサービスを提供している事業者はござ

いません。過去にも何回か公募をしているんです

が、やはり手が挙がる事業者がないというのが現

状です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第８０号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

議案第８０号平成３０年度薩摩川内市一般会計補

正予算の高齢・介護福祉課分について御説明申し

上げます。 

 まずは、歳出から説明させていただきますので、

予算に関する説明書の１６ページをお開きくださ

い。 

 ３款２項１目老人福祉総務費の増額は、里生活

支援ハウスに設置してある特殊入浴装置の更新に

係る増額補正で、検査等に係る職員旅費、既存入

浴装置の撤去処分に係る委託料及び新たな入浴装
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置の購入経費を計上しております。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、９ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金の増額は、先ほど

説明しました歳出の増額補正に対応した特定離島

ふるさとおこし推進事業補助金で、補助率は

１０分の７になります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第８０号平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につい

て質疑が全て終了しましたので、これより討論、

採決を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

高齢・介護福祉課の所管事務について御説明させ

ていただきます。 

 市民福祉委員会資料の９ページをお開きくださ

い。 

 本市の要介護認定の状況についてです。 

 まず、（１）の申請件数ですが、平成２９年度

は、新規、更新、変更を合わせ５,６９５件になり

ます。 

 件数全体としましては、過去５年間でみますと

若干の減少傾向ですが、特に更新の件数が平成

２８年度から減少しているのは、平成２８年度か

ら開始された認定を必要としない総合事業対象者

の影響や、更新の場合、一部を除き認定有効期間

の上限が１２カ月だったものが、平成２８年度か

ら上限が一律２４カ月に拡大されたことなどが影

響していると考えられます。 

 なお、更新の場合、さらに本年４月からは上限

３６月まで拡大されております。 

 次に、（２）の訪問調査件数は、本市の訪問調

査員が実施する調査と、市外・県外に委託して行

う調査、合わせて平成２９年度は５,５９３件、次

の（３）の審査判定件数は、平成２９年度認定が

５,４４３件、非該当が３０件、合計５,４７３件

になります。 

 なお、（１）の申請件数、（２）の訪問調査件

数及び（３）の審査判定件数の合計がそれぞれ異

なるのは、申請から訪問調査を実施し、審査判定

を行うまでおおむね１カ月程度かかりますので、

年度をまたぐケースも多いことから、それぞれの

合計件数は一致しておりません。 

 次に、（４）の要介護認定者数については、平

成２９年度末の認定率が１９.７％であり、平成

２８年度から開始となった総合事業対象者を加味

しても、過去５年間は若干の減少傾向となってお

ります。 

 なお、開けていただいた１０ページには、申請

から認定までの流れを掲載しておりますので御参

照いただきたいと思いますが、下段に記載の介護

認定審査会については、現在、医師を初めとする

専門職６０名で、５人１組の１２合議体により平

日はおおむね毎日、いずれかの合議体が審査会を

実施しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）要介護認定の更新が減って

いることの要因の中に、総合事業の対象者のほう

に回っているというお話もされたわけですけれど

も、この申請から認定までの流れを見ると、認定

された方については、基本的にはコンピューター

と主治医の意見があって、審査会を通って審査が

判定されると。 

 認定者数の推移という点で２２ .６％から

１９.７％に減っているというのは、どこかでか、

要するに総合事業型に持って行く人がいるんだと

いうふうに思ってたんですが、この流れを見ると、
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どこで分かれるのかなと、総合事業型にどこで分

かれてくるのかなと思うんですが、そこら辺ちょ

っと教えていただけますか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）まず、認定

率の推移の中で、９ページの下のほうに総合事業

対象者という平成２８年度４０７名、平成２９年

度３５５名というのがありますが、例えば平成

２９年度３５５名を要介護認定者とみなして率を

計算した場合は２０.９％となります。それを加味

しても、平成２５年度の２２.６からは少し減り気

味だということになります。 

 あと、総合事業対象者の場合は、この認定の申

請とは直接関係しませんで、ヒアリング型になり

ます。例えば２０項目ある調査項目の中で、この

部分に３項目該当すれば総合事業対象者、全体で

何項目チェックがかかれば総合事業対象者という

ふうな形で、面談の中でのチェックリストの中で

総合事業対象者というのは決まりますので、この

認定審査会の流れとは全く別物で、個人の希望に

よってその申請がなされるということになります。 

○委員（井上勝博）介護が私は必要になりまし

たということで、包括支援センターに相談をされ

たりして、そこで、最初の段階でそのアンケート

をとって、総合型なのか、介護型なのかというこ

とで分けるということなんですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）例えば、新

しく認定申請をしたい方につきましては、地域包

括支援センターであったり、在宅介護支援セン

ターであったり、いろんな相談機関で相談をされ

ます。 

 そういった中で本人との相談をする中で認定申

請のほうに行くのか、それとも、そういう認定を

受けなくても一定のサービスが受けられる総合事

業対象というほうを申請してみるのか、それにつ

いては本人との面談の中で選択されていくという

形になります。 

 ただし、この総合事業対象者に一旦申請をして

サービスを受けられたものの、やはりもう少し

サービスを受けたいなということで、もう一回介

護認定申請を出して、認定を受けて、介護サービ

スを受けるという方も多々いらっしゃいまして、

この総合事業対象者、平成２８年度から始まった

わけなんですが、ピーク時は４４０名いらっしゃ

いましたが、現在は３５０名ぐらいになっており

ますので、一度総合事業対象としてサービスを受

けたものの、やはり介護認定を受けたいというこ

とで、また移行される方も相当数いらっしゃいま

す。 

○委員（井上勝博）そこが、介護保険制度が始

まったころというのは、いわば昔は総合型みたい

なもんで、保健師さんが出かけて行って、本人の

希望とか、そんなのもいろいろ聞いて、そして介

護サービスを受けたり、受けなかったりというの

があったんです。 

 それだといろいろ不都合があるというか、不公

平もあるからということで、介護保険制度が始ま

って、いずれにしてもみんな認定審査を受けると。

認定審査を受けて要介護１、２、３、４となって、

そこで分けてサービスをどれだけ受けられるかを

決めていくという、そういうふうに始まったもの

が、またいわば要介護認定を受ける人を少なくす

るために、また始まった総合事業型というふうな

形になったのかなと、そんなふうに思わざるを得

ないところがあるんですけども、それは誤解です

か。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）この総合事

業の場合は、これまで介護認定としてサービスが

必要な方がいらっしゃるわけですが、その手前の

方々の状態の維持、それから改善というのを目指

す形で、一般介護予防も含めてこの総合事業を始

まっておりますので、今おっしゃった部分につい

ては、私の見解としては少し誤解の部分がまじっ

ているのかなというふうには感じているところで

す。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、保護課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）付託された議案はあり

ませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 
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○保護課長（松尾和俊）それでは、保護課の所

管事務の説明をさせていただきます。 

 市民福祉委員会資料の１１ページをお開きくだ

さい。 

 １の生活保護の状況についてです。 

 （１）は、３月時点での被保護人員及び保護率

の年次推移であります。表の下、米印にあります

ように、平成３０年３月の全国人員・保護率につ

きましては、生活保護速報による発表がないため、

直近の２月の速報値であります。 

 昨年３月と比較しまして、全国・県とも人員・

保護率は減少傾向であります。本市におきまして

は、平成２８年３月まで増加傾向で推移し、平成

２９年３月時点でほぼ横ばい、本年３月には減少

となってきております。 

 なお、保護率では県内１９市中１３番目となっ

ております。 

 次に、（２）は、本市相談件数及び生活保護申

請数の推移です。２９年度の相談件数１９４件、

申請件数１３０件、保護開始件数１０３件、いず

れも昨年より減少しているところであります。 

 次に、（３）は３月時点の本市世帯類型別の推

移であります。高齢者世帯数が４０５世帯と最も

多く、世帯割合も５割を超えております。なお、

この傾向につきましては、国、県でも同様であり

ます。 

 次に、２の法改正に伴う短縮年金請求決定状況

についてであります。短縮年金受給者数１３３人

は、１２０月以上３００月未満の請求権のある方

で、３月末現在１３０人の方が請求を完了してお

ります。最低決定金額は年額でありますので、昨

年９月分以降の年金受給額はその半額となり、平

成２９年度は約１,８００万円、保護支給額に効果

があったということになっております。 

 生活保護世帯は、現時点では減少傾向となって

おりますが、生活に困窮する世帯が減ったものと

は考えておりません。保護課では今後も相談、支

援体制の充実とともに、ケースワーカー、各相談

員の知識向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）生活保護に関しては、前、

ホームページなどでいろいろな表現の仕方がちょ

っと自治体ごとに、やっぱり違うんではないかと。

生活保護は、その権利であるという考え方、憲法

の考え方をもっとわかりやすく表現できるように、

こういう自治体では国民の権利ですというふうに

書いてあるというふうに紹介もしたわけですけど

も、その辺については何か御検討いただいている

んでしょうか。 

○保護課長（松尾和俊）現在、本市の場合は、

国が示していることについて説明をさせていただ

いているところでございます。本市独自の見解は、

特に述べておりません。 

○委員（井上勝博）ホームページで、こういう

ふうに表現しているところがありますよというこ

とでもっていって、やっぱり国民の権利というこ

とを明確にしているということで紹介もして、そ

れは別に国のあれとに違反しているものではなく

て、わかりやすく書いているものだと思うんです。

ですから、それはちゃんと努力をしていただきた

いというふうに思います。 

 というのは、やっぱり、もう明らかにこの人は

保護を受けたほうがいいんだという方が、勧めて

も、いや私はできませんというふうにおっしゃる

方というのは、実際いらっしゃるんです。だから、

そういう方々がなぜ、受けたがらないかというと、

やはり世間の目、社会の目、何か後ろ指を指され

やすいんだろうかっていう、そういう思いがあっ

て、それはやっぱり田舎に行けば行くほど、そう

いう傾向が強くなってくるわけで、それはやっぱ

り違うよと、国民の権利ですよということを、き

っちり自治体としては紹介していただきたいとい

うふうに思いますので、こういったのを続けてい

きたいというふうに思います。 

 それから、今、国のほうでは生活保護費の切り

下げを計画しております。ちょっとこのいわば第

一種とか第二種、第三種でしたっけ、そういう自

治体によっては、若干、切り下げ方が少し違うよ

うでありますけれども、電話で聞いたところによ

ると、まだ県がきちんとした説明会をしていない

という話を聞いているんですが、その辺がはっき

りするのはいつぐらいなのか、そして、県の説明

がなくてもある程度言える部分というのは、どう

いうことなのかを教えていただきたいと思います。 
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○保護課長（松尾和俊）県の説明会が行われる

のは、８月の中旬ぐらいが見込まれているところ

でございます。現在、説明できるところで申し上

げますと、生活保護世帯の子どもの大学等への進

学支援というのが新たに設けられたところでござ

います。これは、大学に行かれる子どもさん方が、

在宅から行かれる場合は１０万円、これが在宅で

なく、外に出て大学に行かれる場合は３０万円と

いうふうに、その支給のする支援策というのが設

けられております。現在、本市におきましては、

１世帯在宅からの進学ということで１０万円の支

給を決定しているところでございます。 

 もう一つ、先ほどおっしゃいました加算の変更

になりますけど、児童養育加算、母子加算、これ

が３年間に段階的に減額されるということになっ

ております。現在、児童養育加算は、現行３歳以

上中学までが１万円、３歳未満が１万５,０００円、

第３子以降につきまして、小学生までが１万

５,０００円、中学生までは１万円というふうにな

っております。これが、見直しの後には３歳以上

１８歳まで、以前は中学生、１５歳まででしたが、

１８歳まで１万円というふうになります。３歳未

満につきましては、段階的にことしの１０月から

再来年の１０月にかけまして１万３,３００円、

１万１,６００円、１万円、最終的には１万円とい

うふうに段階的に変更になるようになっています。 

 これを、試算をちょっとしてみました。一人の

場合、零歳の方がもしいらっしゃった場合、現在

の加算でいきますと、１５歳までこの方がずっと

この加算を受けられるということになりますと

１９８万円という計算になります。これが改正さ

れて、１８歳までいかれるということになります

と２１６万円ということになりまして、ここでは

計算上は１８万円の増と。長い目で見ると増にな

っているというのもございます。 

 母子加算につきましては、現行一人目が１万

９,６２０円でございますが、これは見直しを３年

間にわたって行います。ことしの１０月には１万

８,４００円、来年が１万７,１００円、再来年が

１万５,８００円というふうに予定がされておりま

す。これは、一人目でありますと１,２２０円、

２,５２０円、３,８２０円と減額がされていると

ころでございます。 

 ただ、３人目以降になってきますと、逆に加算

のほうがふえてまいりまして、トータルで言いま

すと２２０円ずつの３人目は増になるというふう

なこともありますので、この子どもの加算につき

ましては、他市世帯については増額の傾向になっ

ているというふうに考えます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、保護課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。 

       ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４０分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４１分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（福田俊一郎）子育て支援課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第７４号 薩摩川内市子ども医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○委員長（福田俊一郎）議案第７４号薩摩川内

市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、議案

つづりその１、７４－１ページをお開きください。 

 議案第７４号薩摩川内市子ども医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

を御説明いたします。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が御説

明したとおりでございます。改正内容につきまし

ては、議会資料で御説明いたしますので、市民福

祉部議会資料の３ページをお開きください。 

 主旨としまして、鹿児島県下で本年１０月診療

分から実施する予定の、子ども医療費助成に係る

県内での保険医療の現物給付化の実施に必要な条

項の整備を図るために、薩摩川内市子ども医療費

の助成に関する条例の一部を改正しようとするも
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のでございます。 

 概要につきましては、一つ目、当該年度市町村

民税非課税世帯の乳幼児－未就学児です。これ

が、平成３０年１０月１日以降、鹿児島県内の保

険医療機関等を受診した際に、本件に係る資格者

証を提示した場合に限りまして、窓口での自己負

担をなくす、いわゆる、現物給付を実施するもの

でございます。 

 ただし、現物給付に係る資格者証未提示の場合

と県外の医療機関等受診の場合は、従来どおりで

ございます。 

 二つ目、重度心身障害者医療及びひとり親家庭

等医療費助成に係る市町村民税非課税世帯の乳幼

児についても、子ども医療費助成の現物給付の対

象とするものです。 

 ３点目、用語の定義を整備するものです。 

 最後に制度フォロー図をごらんください。従来

制度では、白の矢印のとおりで、医療機関を受診

した場合、１回自己負担額を支払う必要がござい

まして、後日、市から、保護者へ医療費が支払わ

れます。 

 新しい制度では黒の矢印のとおり、市民税が非

課税世帯の未就学児と、重度心身障害者医療及び

ひとり親家庭等医療費助成に係る市町村民税非課

税世帯の乳幼児につきましては、医療機関での窓

口負担がなくなるものでございます。 

 以上で、議案第７４号薩摩川内市子ども医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

についての説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）これは一定の前進というか。

九州で現物給付をしていないところ、沖縄と鹿児

島だけと言われていて、鹿児島が大分おくれてい

るわけですが、今回一歩を踏み出したと。 

 ただ、こういうふうに非課税世帯のみというこ

とになっているわけですが、これっていうのは、

こういう仕組みをつくったら、この非課税世帯て

いうのを取っ払うということは非常に簡単になる

のかなと。別に問題がなくなるのかなという気が

するんですが、かえってこの非課税世帯にすると

いうことによって、事務的には面倒くさくなるの

かなという気がするんですが、その辺はどうなん

でしょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）この子ども医療

費の現物給付につきましては、あくまでも県の制

度を我々も準用する形で、県内どこも、今のとこ

ろ非課税世帯のみということで聞いております。 

 今、ありましたように、その課税世帯もという

ことですと、県の乳幼児医療につきましては、県

補助があるんですけど、そちらのほうが受けられ

なくなります。昨年度別で３,７００万円ぐらいだ

ったと思うんですけど、ですので、県の制度を準

用して、薩摩川内市のほうは、今回、条例の改正

をお願いしたということでございます。 

○委員（井上勝博）将来的なことで言うと、特

にそういう所得によって給付を現物にしたりとか

しなかったりとかっていうふうにしなくても、よ

そはやっているわけですから。こういう仕組みを

つくれば、こういう所得で振り分けるというのは、

かえって事務的には複雑になるんじゃないかとい

う気がするんですけども、そこの事務的なことを

言っているわけですが、どうなんですか。県の制

度というのはわかるんですけど。 

○子育て支援課長（知識伸一）今、１０月から

実施をするものですから、制度設計、最後詰めて

いるところでございます。我々といたしましても、

小さなお子様全て無料になれば一番いいと思うん

ですけど、そこあたりはなかなか国保のペナルテ

ィですとかいろいろあるもんですから。まずは県

の制度に従いまして、我々といたしましても、

１９市の市長会とかあるんですけど、そういうと

ころで県にもうちょっと拡充してほしいというこ

とで、ことしもお願いをしている状況でございま

す。 

○委員（井上勝博）確認ですが、薩摩川内市は

高校卒業までが無料になっていますが、それを同

じように非課税については現物給付と。 

○子育て支援課長（知識伸一）あくまでも未就

学児でございます。我々が１８歳未満の非課税を

しますと、先ほど言いましたように、県の補助金

が全然出なくなります。未就学児の市民税が非課

税の世帯の乳幼児、重度心身の非課税の乳幼児、

それからひとり親の非課税の乳幼児というのを、

今のところ対象とういうことで考えております。 

○委員（杉薗道朗）１０月からということで、

市内の対象者数は何名ぐらいになるんですか。 
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○育成支援グループ長（下満道行）お答えいた

します。乳幼児医療の未就学児非課税世帯でいき

ますと、今年度の、２９年度の速報値になります

けれども、対象者が大体４７０名ほどいらっしゃ

います。それから、ひとり親医療に該当してらっ

しゃる方で、非課税の乳幼児の方が２１０名ほど

いらっしゃいます。それから、重心医療の対象に

なっている方が大体４名ほどいらっしゃるという

ふうに確認しております。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。質疑

は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△議案第７５号 薩摩川内市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第７５号薩

摩川内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、お手

元の議案綴りその１、７５－１ページをお開きく

ださい。議案第７５号薩摩川内市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定についてを御説明

いたします。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が御説

明いたしましたとおりでございます。 

 主旨としまして、放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準、国の基準なんですが、

この一部が改正されたことによりまして、本条例

との条項の整合性をとる必要が生じたため、一部

を改正をしようとするものでございます。 

 概要につきましては、一つ目、学校教育法の規

定により、学校の教諭となる資格を有する者を放

課後児童支援員の基礎資格として規定しています

が、教員免許の更新を受けていない場合の取扱い

を明確にいたしまして、有効な教員免許を取得し

た者を対象とするものでございます。 

 二つ目、放課後児童支援員の資格等につきまし

て、従来、高等学校を卒業していない者につきま

しては、放課後児童支援員となるための研修を受

講する資格がございませんでした。 

 今回、省令が改正されたために、５年以上の放

課後健全育成事業の実務経験がありまして、かつ、

市長が適当と認めた者については資格要件を拡大

するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）ちょっと今、よくわからな

かったのが、教員免許のことなんですが、今、学

校でも教員不足というのがあって、ある先生に聞

いたら、教員免許を更新しなくちゃいけないけど、

更新しない人が、前は更新しなくてもよかったも

のだから、家庭にいらっしゃる方を教員として採

用するということができたんだけど、今は更新を

されないからいなくなっているんだと。で、不足

しているんだというお話で、なるほどと思ったん

ですが、ここの場合、今言われたのはちょっとそ

の免許の更新との関係で、もう一回説明いただけ

ますか。 

○子育て支援課長（知識伸一）学校教育法のほ

うが改正されまして、教員免許というのが、従来

は１回とられたらずっと永久免許だったのが期限

付きに、何年間かの有効期限になったということ

で、それに合わせて教員免許を持ってらっしゃる

方も更新をした人が、持ってらっしゃる方が対象

となるということでございます。 

○委員（井上勝博）そうすると、今までは更新

していなくてもできたんだけど、更新しないとで

きなくなるということで、人手不足というか、そ

ういう支援員を採用しにくくなるということなん

ですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）それはやはり、

教員免許というのがやっぱり変わりまして、正し
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い状況に、今の制度に変わるということはやはり、

放課後児童クラブもそういう安全安心のためにせ

にゃいかんわけですから、その制度に統一された

ということで、こちらは考えております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、市民

福祉委員会資料の１２ページをお開きください。 

 １番目、保育施設の定員・利用児童数の推移に

ついて御説明いたします。 

 表の最上段の年度当初の定員Ａは、平成２５年

４月２,１９５人でしたが、本年４月、平成３０年

度では、２,５７６人と３８１人の定員増を図って

おります。 

 表の２段目、利用定員Ｂでございます。これは

利用児童数は、２,４２７人でございましたが、本

年４月現在で２,６１８人と１９１人の利用児童数

の増となっております。子どもの数は減少傾向で

ございますが、女性の社会進出等の理由によりま

して、利用児童数は年々増加しておるところでご

ざいます。 

 ただ、本年４月１日現在の利用児童数は、初め

て前年を下回っております。これは、後ほど説明

いたしますが、出生数の減が大きく関係しておる

と考えておるところでございます。 

 表の４段目、利用定員に対する児童数割合は

４月１日現在では、１０１.６％となっております。

１００％を超えている理由といたしましては、保

育所につきましては、定員の弾力的運用ができる

関係で、最大定員の１１９％まで入所できる関係

があるからでございます。平成２９年度、ことし

の３月現在では、その下の表のとおり１１１.９％

の入所率となっております。 

 定員の弾力運用につきましては、４月以降の、

育休明けのゼロ歳児ですとか、新規の就労者、そ

して市外からの転入者等の受け入れに活用してい

るところでございます。その下の段からは、定員

の増減の理由をお示ししているところでございま

す。 

 ２番目、待機児童の状況です。 

 表上段は、総申込者に対する待機児童数で、本

年度は３２名となっております。この内容は、特

定の園を希望される分が多いんですけど、あと求

職者等が若干ございます。 

 その下、括弧書き４名につきましては、厚生労

働省基準、これは３０分以内に行ける保育園がな

い場合に待機児童となるんですけど、その４名が

でございまして、いずれも１歳児でございました。 

 その下、ゼロ歳児から５歳児までの推移でござ

います。平成２５年度は、ゼロ歳児は８８７名、

５ 歳 児 は ９ ５ ２ 名 と い う と こ ろ で 、 合 計

５,６６２名に、平成２５年度にあったものは、本

年４月にいたりましては、ゼロ歳児７７９人から、

５歳児８９２人までの５,１４１人となっていると

ころでございます。 

 平成２５年４月にゼロ歳児は８８７名でござい

ました。これちょっと斜めに見ていただきますと、

これが５年後の本年４月には５歳児になります。

この人口が８９２人となりまして、５名の増とな

っておるところでございます。同じように平成

２６年度のゼロ歳児は４７名の増ということで、

他の年度も減はなく、増となっていますので、こ

の要因の一つといたしましては、社会動態の増で

ございまして、本市のこれまでの子ども医療費の

高校までの無料化等の本市独自の各種施策による

ものの一つと考えておるところでございます。 

 しかし、子どもの総人口は、平成２５年度と比

較いたしまして、５２１人の減、率にして９.２％

の大幅な減となっておるところでございます。こ

れは、出生数の減、特に、昨年から２４７人と大

幅な減となっておるところでございます。これを
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打開する施策の一つといたしまして、子どもを二

人、３人と持ちやすくするために、県内に先駆け

まして、本市保育料を、ことしから第２子半額、

第３子無料と、それと私立幼稚園、それから市立

保育園の保育料を同額とさせていただいたところ

でございます。 

 ４月時点で分析しましたところ、この減額にな

った方が、子どもさんの数で１,４１８名、額にい

たしまして２億１,４００万円の軽減を行っている

ところでございます。 

 次のページ、１３ページは保育施設の入所状況

をお示ししてあります。平成２９年度と平成

３０年度分でございます。 

 下の段、平成３０年度を見ていただきますと、

市立幼稚園、これは３歳児から５歳児までが入園

しております。トータルで３４１人が入園してい

ます。定員は６９０名となっておりますが、空き

の大部分につきましては、周辺部の幼稚園の定員

割れということでございます。 

 以下、認定こども園、私立の幼稚園、最後に市

外の認定こども園等に通う児童を含め、合計で

３,７７７名の園児が入園しておりまして、率にし

ますと８２％ということになっております。 

 来年１０月から、３歳児から５歳児までの保育

料が無料化になる予定でございます。これが実施

されますと、３歳児から５歳児までが全て保育施

設に入園した場合、そこの再掲欄のところ３歳児

から５歳児の最下段です。９１名分が足らなくな

ると考えております。 

 このことによりまして、全員入園した場合は、

少なくとも１００名程度の保育施設が必要ではな

かろうかと考えておるところでございます。 

 次の１４ページは、所得階層別の在園児の状況

でございます。２年分を記載してあります。 

 本年度からの幼稚園保育料の６,６００円への統

一、それから第２子半額、第３子以降無料の効

果・影響につきましては、来年度から選択肢が広

がってまいりますので、変化が出てくるものと考

えております。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ここで、皆さんにお諮

りします。正午になりましたけれども、質疑が多

ければまた、午後からと。そうでなければ、続け

ていきますが、どういたしましょう。継続でよろ

しいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）はい、じゃあ続けます。 

 それでは、これより質疑に入ります。御質疑願

います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。当

局の皆さんはお疲れさまでした。 

［当局退室］ 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福田俊一郎）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告書の取りまとめにつ

いては委員長に御一任いただくことで御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（福田俊一郎）次に、閉会中の委員派

遣についてお諮りします。現在のところ、閉会中

の現地視察等は予定しておりませんが、今後、必

要となった場合の委員派遣の取り扱いを委員長に

一任いただきたいと思います。ついては、そのよ

うに取り扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福田俊一郎）以上で、市民福祉委員

会を閉会いたします。 
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